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特集：新型コロナウイルス感染症関連対策
 P２～６をご覧ください

新型コロナウイルス感染症による
経営相談窓口開設中！

近鉄神宮前駅中央口前幸せの黄色いポスト（宮崎市との姉妹都市盟約締結50周年記念）



特集：新型コロナウイルス感染症関連対策

家賃支援給付金

資金繰り対応

新型コロナウイルス感染症を契機とした５月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事
業継続を下支えするため、地代・家賃（賃料）の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家
賃支援給付金」が支給されます。

【給付対象者】 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

テナント事業者のうち、中堅企業・中小企業・小規模事業者・
個人事業者等であって、５月～１２月において以下のいずれか
に該当する者に、給付金を支給。 
①いずれか１カ月の売上高が前年同月比で 50％以上減少
②連続する３ヶ月の売上高が前年同期比で 30％以上減少

【給付額・給付率】 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

申請時の直近の支払賃料（月額）に基づ
いて算出される給付額（月額）を基に６
カ月分の給付額に相当する額を支給。

※詳細は経済産業省等で検討中です。具体的な申請書類や問い合わせ先等については、準備が整い次第、経済産
　業省HP等で公表されます。

法人は最大600万円 個人事業主は最大300万円

給付額
（月額）

〈法人の場合：１ヵ月あたり〉

（上限）
100万円

（上限）
50万円

50万円

75万円 225万円
支払家賃
（月額）0

〈法人の場合：１ヵ月あたり〉

100万円

75万円 225万円

給付額
（月額）

〈個人事業者の場合：１ヵ月あたり〉

25万円

37.5万円 112.5万円
支払家賃
（月額）0

〈個人事業者の場合：１ヵ月あたり〉

37.5万円 112.5万円

給付率1/3

給付率2/3

給付率1/3

給付率2/3

特別利子補給制度（実質無利子） 

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」もしくは
商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者で、特別貸付等借入申込時点の最近 1か月、
又はその後 2か月の 3か月間のうちいずれか 1か月と前年又は前々年同月の売上高を比較し、以下の要件を満たす方
①個人事業主（事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る）：要件なし
②小規模事業者（法人事業者）：売上高▲15％減少
③中小企業者（上記①②を除く事業者）：売上高▲20％減少
※小規模要件
　・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員 20名以下　・卸売業、小売業、サービス業は従業員 5名以下 

【適用対象】

【利子補給】　　・期間：借入後当初 3年間
　　・補給対象上限：中小事業・商工中金 2億円（拡充前 1億円）、
　　　　　　　　　　国民事業 4,000 万円（拡充前 3,000 万円）
　　※利子補給上限額は新規融資と公庫等の既往債務借換との合計金額 

※業歴が 3か月以上を有する創業間もない方や、1年以内に店舗拡大等を行った方は、前年又は前々年ではなく、過去 3か月（最近 1か月含む）の平均額・令和
元年 12月・令和元年 10月～ 12月の平均額のうちいずれかの売上高と比較も可能です。
※国民事業における利子補給上限金額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症
特別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経」との合計で 4,000 万円（拡充前 3,000 万円）となります。
※令和 2年 1月 29 日以降に、日本公庫等から借入を行った方について、上記適用要件を満たす場合には本制度の遡及適用が可能です。 

【お問合せ先】　（独）中小企業基盤整備機構　新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局　0570-060515 　【受付時間】平日・休日 9：00 ～ 17：00 

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」等もしく
は商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに
対して、利子補給を実施。公庫等の既往債務の借換も実質無利子化の対象。
※利子補給の申請方法等、具体的な手続きについては、詳細が固まり次第中小企業庁HP等で公表予定です。



雇用関係助成金
雇用調整助成金

１　助成額の上限額の引上げ　　　　１人あたり日額 8,330 円　➡　15,000 円 に引き上げ
２　解雇等をせず雇用の維持に努めた中小企業の助成率の拡充
　　　　原則９／ 10　　　　　　　　　➡「一律 10／10（100％）」に拡充
（一定の要件を満たす場合は 10／10 など）

　　

支給申請はお済みでまだ支給決定されていない事業主の方
● 追加支給の手続きは「不要」です。　● 差額（追加支給分）も含めて支給します。
※ 審査の状況によっては、差額（追加支給分）を令和２年７月以降順次お支払いする場合があります。

すでに支給決定された事業主の方
● 追加支給の手続きは「不要」です。　● すでに支給した額との差額（追加支給分）は後日支給します。
差額（追加支給分）は令和２年７月以降順次にお支払しますので、今しばらくお待ちください。

支給申請がお済みの事業主の方で、過去の休業手当を見直し（増額し）従業員に対し、追加で休業手当の増額分を支給した事業主の方
● 追加支給の手続きが「必要」です。
● 令和2年９月30日までに次の書類をご提出ください。
「再申請書（様式）」、 「支給要件確認申立書（様式）」、「支給決定通知書の写し」、 「増額した休業手当・賃金の額がわかる書類」、「休業させた日や時間がわかる
　書類（対象労働者を増やした場合）」

緊急対応期間の延長
緊急対応期間の終期を３か月延長することとし（令和２年９月
30日まで延長）、助成率の拡充に加え、これまでの特例措置も延
長して適用することとしました。

出向の特例措置等
雇用調整助成金の支給対象となる出向については、出向期間が
「３か月以上１年以内」とされていますが、緊急対応期間内におい
ては、これを「１か月以上１年以内」に緩和しました。

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律が成立しました。
これに伴い、雇用調整助成金の更なる拡充が行われました。

新型コロナウイルス感染症の影響による小学校の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための助成金の
内容が拡充されました。

助成額の上限額の引上げ及び助成率の拡充

●令和２年４月１日から９　　●令和２年４月１日から９　　 月30日までの期間を１日でも含む賃金締切期間（判定基礎期間）が対象です。
●すでに受給した方・申請済みの方にも適用されます。
●これから支給申請を行うものは、厚生労働省HPの様式をご活用ください。
　申請様式はこちらからダウンロードできます。

●１及び２については、雇用調整助成金だけでなく、緊急雇用安定助成金も対象です。

追加支給について

小学校休業等対応助成金

対象期間の延長
 

助成額上限の引き上げ 

休暇取得期間

申請期間

2020年6月30日まで　→　2020年9月30日
（3カ月延長となりました）

2020年9月30日まで　→　2020年12月28日
（3カ月延長となりました）

8，330円　→　15，000円
（4月1日以降取得した休暇分）

上記助成金に関する詳細は厚生労働省ホームページでご確認ください

　　　　　●厚生労働省ホームページ　https://www.mhlw.go.jp/index.html
その他の雇用関係助成金は厚生労働省ホームページで検索できます。

　　　　　●雇用関係助成金検索ツール　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
　　　　　　　　　　　　bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00007.html

※令和２年６月２５日時点での情報となります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html



特集：新型コロナウイルス感染症関連対策

小規模事業者が新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために行う販路開拓等の取組を支援。 

基本情報 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

対　　象：小規模事業者等
補助上限：100万円
補 助 率：（類型 A)2/3、（類型 B又はC)3/4
上記に加えて、次の枠を追加して申請可能。
・「事業再開枠」補助上限：50万円、補助率：定額（10/10）
・「追加対策枠」補助上限：50万円、
　　　　　　　　 補助率：2/3、3/4又は定額（10/10） 

想定される活用例 〓 〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 ・  新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受ける中でも、営業を継続するため、店内飲食のみであった洋食屋が、
出前注文を受け付けるためのwebサイトを作成し、来店しない顧客への販売を開始
 ・旅館が、自動受付機を導入し、非対面型のサービスを提供する

公募スケジュール 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

●３次締切：8月7日（金）必着 　●４次締切：10月2日（金）必着

特別枠（コロナ特別対応型）の申請要件 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

【申請要件】補助対象経費の１／６以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資であること ／６以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資であること ／
類型Ａ ：サプライチェーンの毀損への対応　顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行う

こと （例：部品調達困難による部品内製化、出荷先営業停止に伴う新規顧客開拓） 
類型Ｂ ：非対面型ビジネスモデルへの転換　非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するた

めの設備・システム投資を行うこと （例：店舗販売からEC販売へのシフト、VR・オンラインによるサービス提供） 
類型Ｃ ：テレワーク環境の整備　従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること 
　　　　（例：WEB会議システム、シンクライアントシステム等の導入） 
事業再開枠の対象　※業種別ガイドライン等に基づく以下の感染防止対策費〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

●消毒、マスク、清掃　●飛沫防止対策（アクリル板・透明ビニールシート等）●換気設備　
●その他衛生管理（クリーニング、使い捨てアメニティ用品、体温計・サーモカメラ・キーレスシステム等）
●掲示・アナウンス（従業員又は顧客に感染防止を呼びかけるもの）

小規模事業者持続化補助金（コロナ特別対応型）

日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金 事務局
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-11-8　TEL：03-6447-5485 
　　　 ［9:30～12:00、13:00～17:30 （土日祝日、年末年始除く）］
URL： https://r2.jizokukahojokin.info/corona/

＜お問合わせ先＞ ＜申請書類の提出先＞
橿原商工会議所
〒634-0063 橿原市久米町652-2 　TEL：0744-28-4400
 　　　　　   ［9:30～17:00 （土日祝日、年末年始除く）］ 
URL：http://www.kashihara-cci.or.jp

　※売上高が前年同月比▲20％以上減少した小規模事業者で、補助
金の早期の受領を希望する事業者に対しては、補助金交付決定
と同時に概算払いによって交付決定額 の１／２を即時支給する。 

　 ※2 月 18 日以降に実施した取組まで遡って補助。 ただし、「事業再
開枠」の取組は５月１４日以降に実施した取組まで遡って補助。

　 ※「追加対策枠」はクラスター対策が特に必要と考えられる特例事・「事業再開枠」補助上限：50万円、補助率：定額（10/10）　 ※「追加対策枠」はクラスター対策が特に必要と考えられる特例事・「事業再開枠」補助上限：50万円、補助率：定額（10/10）

業者（ナイトクラブ、ライブハウス等、公募要領に掲げられてい
る業種）が対象。

【小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞】第3回受付締切2020年8月7日（金）必着

橿原商工会議所での 様式３（支援機関確認書）発行について
１．下記の日時までに「応募時提出資料」一式を必ず申請される事業所様（ご本人あるいはご担当者）が
　　当所までご持参ください。（土日・祝日のぞく）

２．様式３（支援機関確認書）のお渡しにつきまして、当所での様式３作成完了次第、申請書（様式２）
　　に記載されてあるご担当者にお渡し日をご連絡いたします。

＊応募時提出資料は、「令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞
　【公募要領第４版】のP69からP73をご参照ください。
　①ご来所の前に、電話にて「持続化補助金コロナ特別対応型の形式審査・様式３発行の申込をしたい」旨をお伝えください。
　②士業などの代理人、メール、FAX、郵送では一切お受け付けできませんのでご了承ください。

橿原商工会議所  中小企業相談所　☎ 0744-28-4400

【橿原商工会議所会員】 2020年８月４日（火）17：00まで　【非会員】 2020年８月３日（月）17：00まで

※新型コロナウイルス感染症防止の観点から対応が変わる場合があります。



農林水産省　経営継続補助金

専門家による「補助金活用」個別相談会

［お問い合わせ先］
農林水産省経営局経営政策課  03-6744-0576
詳しくは農林水産省HPをご覧ください。
➡  https://www.maff.go.jp/j/keiei/keizoku.html

コロナ拡大で経営
に大きな影響

農林漁業者

応募

計画計画に基づづく
経営継続の経営継続の
取組を実施取組を実施

(※)

完了報告

補助金の支払

※外部有識者の
　審査を踏まえ
　て採択

回復・継続
を支援

伴走支援伴走支援伴走支援

計画策定支援計画策定支援

採択

経営計画

※5月14日以降の取組が補助対象

支援機関
（農協、漁協、農業経営相談所等）

【令和２年度第２次補正予算額20,037百万円】農林水産省にて、農林漁業者向けの補助金が新しくできました。

当所会員様限定で、「小規模事業者持続化補助金」、「ものづくり補助金」、「ＩＴ導入補助金」について
専門家による個別相談会を実施いたします。詳しくは今月号の折り込みチラシをご覧ください。

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
○対象者
　農林漁業者（個人及び法人）※常時従業員数は20人以下のもの
○対象となる取組・補助率
（１）農協、森林組合、漁協等の「支援機関」による計画作成・申請
　　　から実施までの伴走支援を受けた、①～③のいずれかを含む経
　　　営の継続に向けた取組を支援。
    　　     【補助率 ３/４（補助上限額は100万円）】
① 国内外の販路の回復・開拓
② 事業の継続・回復のための生産・販売方式の確立・転換
③ 円滑な合意形成の促進等
※補助対象経費の1/6以上を業種別ガイドライン等に則した
　「接触機会を減らす生産・ 販売への転換」又は「感染時の業務継続体制
　の構築」に充てる必要。

（２）事業活動別本格化のための業種別ガイドライン等に則した感染
　　　防止対策【補助率 定額（（１）の補助額が上限。ただし50万円まで）】
○留意点
本事業は、給付金ではありません。一定の行為に対して補助するも
のであるため、自己負担が発生します。例えば、（１）につき100万円、
（２）につき50万円、合わせて最大150万円の補助を受ける場合の自己
負担は約33万円となります。（共同申請では、最大1,500万円の補助
を受ける場合の自己負担は約330万円）
＜事業の流れ＞

国 （一社）全国農業会議所 農林漁業者
3/4、定額定額

審
査（※

）

補
助
金
事
務
局

国

ぐるなび大学による新型コロナウイルス対策支援制度活用セミナー
株式会社ぐるなびが運営するぐるなび大学で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による売上減少に
困窮している飲食店の支援のため、「投資向け補助金編」として、「ＩＴ導入補助金」、「ものづくり補助金」、
「持続化補助金」について分かりやすく解説する動画が公開されました。申請に是非ご活用ください。

＜対策のポイント＞　新型コロナウイルス感染症の影響を克服するために、感染拡大防止対策を行いつつ、販路回復・開拓や事
業継続・転換のための機械・設備の導入や人手不足解消の取組を総合的に支援することによって、地域を支える農林漁業者の経
営の継続を図ります。
＜事業目標＞　地域を担う農林漁業者の経営の継続（令和３年度までに利益又は売上が増加する農林漁業者の割合が80％以上）

動画の内容：新型コロナウイルス対策支援制度
活用セミナー　～投資向け補助金編～
（中小規模の飲食店様向け） 
動画ＵＲＬ：
https://youtu.be/QgV634P4Nhg
（23分 46 秒）

左記以外にも、新型コロナウイルス対策支援制
度活用セミナーとして「資金繰り編」、「持続化
給付金」、「雇用維持編」が
公開されています。
➡　http://u0u0.net/pwHc



特集：新型コロナウイルス感染症関連対策

内閣官房 HPより

業種ごとの感染拡大予防ガイドライン

新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内
制度の具体的な内容や条件については現在各省にて検討中のものもあり、詳細が決まり次第、各省にて公表される
予定です。

内閣官房ホームページでは、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、新型コロナウイルス感染症対策として、
業種ごとの感染拡大予防ガイドラインをまとめた資料が公開されています。
下記ＵＲＬよりご確認のうえ、感染拡大予防にご活用ください。

橿原市新型コロナウイルス感染症融資事業者支援金
の対象事業者が拡充されます
橿原市では、これまで新型コロナウイルス感染症に対する事業支援として、セーフティネット４号、５号、危機関連保証の
認定を受け、民間金融機関で融資を受けられた橿原市内に事業所がある中小企業・小規模事業者に対して支援金の交付を
行っていましたが、新たに政府系金融機関（日本政策金融公庫、商工組合中央金庫）等から新型コロナウイルス関連融資
を受けられた市内中小企業・小規模事業者も支援金の交付対象となります。詳細につきましては、橿原市役所ホームペー
ジをご覧ください。
橿原市役所ホームページ　：

２０２０年６月22日時点

令和 2年 6月25日現在 23業種 148 団体のガイドライン
 ➡ https://corona.go.jp/prevention/pdf/
  guideline.pdf

内閣官房 ➡ https://corona.go.jp/

 https://www.city.kashihara.nara.jp/

○お問い合わせ先　橿原市役所　地域振興課　０７４４-４７-２０９１

事業再開に向けた
投資をしたい 持続化補助金

小規模事業者に最大150万円を補助
最大100万円までを最大3/4補助,
最大50万円を定額補助
ﾅｲﾄｸﾗﾌﾞ,ﾗｲﾌﾞﾊｳｽ等は最大200万円

雇用を維持する中小企業は
一律10割助成

中小法人等最大200万円
ﾌﾘｰﾗﾝｽ含む個人事業者最大100万円

に
中小企業等 最大600万円※1
個人事業者等最大300万円※2

※1 最大100万円/月（給付率2/3,1/3 ）×6カ月分
※2 最大 50万円/月 （給付率2/3,1/3 ）×6カ月分

中
小
・
小
規
模
事
業
者
等
の
皆
様

給
付

貸
付

助
成

売上が半分以下※
で事業の継続が苦しい
※１～12月のどの月でも

持続化給付金

持続化給付金事業コールセンター
0120-115-570 (毎日8:30-19:00)

サポート会場

雇用を維持できない 雇用調整助成金

お近くの都道府県労働局
またはﾊﾛｰﾜｰｸまで

0120-60-3999
(毎日9:00-21:00)

売上減で
資金繰りが厳しい

実質無利子・
無担保融資

3年間無利子,最長5年間元本据置
日本政策金融公庫等に加え、

５月より地銀,信金,信組等でも利用可に

日本公庫→ 0120-154-505（平日）
商工中金→ 0120-542-711（平日・休日）
民間金融→ 0570-783-183（平日・休日）

猶
予
・
減
免 売上減で

固定資産税が払えない
固定資産税・
都市計画税の減免

売上が一定程度減少の場合,
来年度は 2分の１又はゼロ

に減免

相談ﾀﾞｲﾔﾙ 0570-077-322
(平日 9：30～17：00)

売上減で
税,社会保険料が苦しい

国税,地方税,
社会保険料の納付猶予

売上が一定程度減少の場合、
１年間、無担保かつ
延滞税なしで猶予

国税 →国税局猶予相談ｾﾝﾀｰまで
地方税 →各地方団体の窓口まで
社会保険料→管轄の年金事務所,各都道府県労働局

家賃の支払いが苦しい 家賃支援給付金 準備中

順次支給開始

https://www.meti.go.jp/
covid-19/shinsei-support.html

橿原商工会議所
TEL 0744-28-4400

日額上限8,330円→15,000円に引上げ

一定の売上減少要件を一定の売上減少要件を一定の売上減少要件を満たす事業者

ｺｰﾙｾﾝﾀｰ



橿原市からのお知らせコーナー
橿原市から提供いただいた情報を掲載しています。

「新型コロナウイルス感染症に関連する人権の配慮について」

　新型コロナウイルスの感染が拡大する中、感染された方々、医療従事者及び関係者等に対する不当な差別や偏見、誹謗中傷等は、決し
て許されません。これからも感染症について正しい情報を入手し、冷静に行動していただきますようご協力をお願いいたします。
※７月は「差別をなくす強調月間」です。
　この機会に、お互いの人権を尊重し、一人ひとりの違いを受け入れられる社会の大切さについて考えてみましょう！

【お問い合せ】　人権政策課0744-21-1090

消毒用アルコールの安全な取扱いについて

JPQRを導入し、９月から始まる国のマイナポイント事業に参加しよう！ 

　消毒用アルコールには引火性があり、空気より重いという特性があります。台所など火気のある場所や、通気性の悪い密閉した空間で
使用すると、可燃性の蒸気が滞留し、発火して事故に繋がる恐れがあります。
　消毒用アルコールを使用する際は周囲に火気がないこと、通気性のよい換気を行える場所であることを確認の上使用して下さい。適正
利用のため、ご理解とご協力をお願いいたします。

【お問い合せ】　奈良県広域消防組合 橿原消防署 予防課　0744-23-1155

Caution 注意

啓発

Information インフォメーション

「JPQR」は一般社団法人キャッシュレス推進協議会に
より策定されたＱＲコード決済の統一規格です。
複数社ある決済ＱＲコードを1枚のＱＲコードにまとめ
ることで、複数社の決済に対応できるようになります。

事業Webサイト経由でJPQRのお申込みが可能になります！
事業Webサイトでは、事業概要や説明資料・申込手順・動画等を公開していきます。

JPQRに関するお問い合わせは「JPQR普及事業コールセンター」まで　　　　　　　　　　　　　
0120-206-100（9:00～18:00　土・日・祝日含む）

総務省 JPQR普及事業

キャッシュレス決済なら をはじめましょう　
～JPQRの導入で、マイナポイントへの対応も可能に！～ 22

申込開始！
6 月

詳細はマイナンバー総合フリーダイヤル　　0120-95-0178まで
（音声ガイダンスに従って「５番」を選択してください）

プレミアム率：25％
（上限5,000円）

マイナポイント事業は、
消費の活性化、マイナ
ンバーカードの普及促
進、官民キャッシュレ
ス決済基盤の構築を
目的とする事業です。

マイナポイント事業概要

お住まいの
地方自治体

対象者
（消費者）

キャッシュレス
（決済事業者）

マイキー
プラットフォーム

❶マイナンバーカードの取得申請

❷交付窓口等で
　マイナンバーカードを取得

❸マイナポイントの予約
　（マイキーＩＤの設定）

❹キャッシュレス決済サービスを
　選択（マイナポイントの申込）

❺選択した決済サービスへ
　のチャージまたはそれを
　利用した物品等の購入

❻マイナポイントの付与

※キャッシュレス消費者還元事業におけるキャッシュレス決済サービスとは異なります。

事業Webサイト▼
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※YEGとは商工会議所青年部の略称です。橿原

通信

橿原商工会議所青年部　
ホームページ・Facebookの紹介

令和２年６月４日（木）
役員会をＷＥＢで開催しました。

　

令
和
２
年
６
月
４

日（
木
）、橿
原
商
工
会

議
所
青
年
部
役
員
会

を
Ｗ
Ｅ
Ｂ
上
で
開
催

致
し
ま
し
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
も
感
染
者
数
が
減
っ

て
き
て
お
り
、少
し
収

束
の
兆
し
が
見
え
て
き

て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
が
、未
だ

厳
し
い
経
済
状
況
が
続
い
て
い
ま

す
。第
２
波
・
第
３
波
も
懸
念
さ

れ
、先
行
き
不
透
明
で
す
が
、そ
の

中
で
も
今
回
の
役
員
会
で
は
今

後
の
青
年
部
活
動
等
に
つ
い
て
の

話
し
合
い
や
現
状
の
報
告
等
を
メ

ン
バ
ー
、役
員
間
で
や
り
取
り
を

し
、様
々
な
意
見
を
出
し
合
い
ま

し
た
。

　

当
所
青
年
部
の
今
年
度
計
画

し
て
い
る
事
業
の
実
施
に
向
け
て

三
密（
密
閉
空
間
・
密
集
場
所
・

密
接
場
面
）に
注
意
し
、役
員
で

協
議
を
重
ね
、橿
原
商
工
会
議
所

の
事
業
活
動
へ
の
参
画
、そ
し
て

協
力
を
通
じ
て
地
区
内
に
お
け

る
商
工
業
の
振
興
を
は
か
り
、橿

原
市
の
経
済
活
性
化
の
一
助
と
な

る
よ
う
、ま
す
ま
す
当
所
青
年
部

活
動
を
活
発
に
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

▲谷迫育子 氏

▲橿原商工会議所青年部　ホームページ

　

橿
原
商
工

会
議
所
女
性

会
で
昨
年
か

ら
監
事
を
務

め
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
お
り
ま

す
、谷
迫
育
子

と
申
し
ま
す
。

　

吉
野
郡
下
市
町
広
橋
峠
の
中
腹
に
ポ
ツ

ン
と
梅
干
加
工
場
を
開
設
し
て
40
年
余
り
。

ご
縁
が
あ
り
ま
し
て
女
性
会
に
入
会
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

主
人
の
亡
き
父
が
皆
の
身
体
の
健
康
を

と
思
い
無
農
薬
の
自
然
農
法
を
始
め
て
60

年
。い
ろ
い
ろ
な
苦
労
を
経
て
今
現
在
、農

林
水
産
省
よ
り
有
機
Ｊ
Ａ
Ｓ
の
認
定
を
頂

き
皆
様
に
安
心
し
て
召
し
上
が
っ
て
い
た
だ

け
る
梅
干
を
と
頑
張
っ
て
お
り
ま
す
。梅
干

に
か
か
せ
な
い
シ
ソ
も
も
ち
ろ
ん
有
機
Ｊ
Ａ

橿原商工会議所 
女性会会員随時募集中！！

橿原商工会議所 女性会事務局
TEL.0744-28-4400

　異業種からなる女性経営者などの団体です。１人で経営者とし
て孤軍奮闘頑張っている方、夫の会社を共に支えている方、新たに
事業を起こした方など、各々違った立場で経営に携わっている女性
メンバーの集まりです。セミナー・講演会・懇親会・視察旅行などの
事業を行っており、自己研鑽、相互交流に努めています。みなさんも
新しいメンバーとして「女性会」参加をご検討ください。

お問合せ

女性会とは？
Ｓ
の
認
定
を
頂
い
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
の
季
節
は
、日
々
日
焼
け
対
策

を
し
な
が
ら
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
の
中
で
丁
寧

に
天
日
干
し
で
す
。三
年
熟
成
梅
干
等
す
べ

て
手
作
業
で
皆
様
に
安
心
し
て
召
し
上
が

っ
て
い
た
だ
け
る
梅
干
し
、シ
ソ
を
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。

　

又
、毎
年
三
月
に
は
広
橋
梅
林
は
お
花

で
赤
、白
、ピ
ン
ク
に
染
ま
り
ま
す
。と
っ
て

も
綺
麗
で
す
。ど
う
か
是
非
お
越
し
く
だ

さ
い
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、女
性
会
に
入

会
さ
せ
て
頂
い
て
皆
様
と
交
流
さ
せ
て
も

ら
っ
て
幸
福
で
す
。橿
原
商
工
会
議
所
会
員

の
皆
さ
ま
で
女
性
会
に
ご
興
味
が
お
あ
り

の
方
は
是
非
ご
加
入
い
た
だ
き
、私
た
ち
と

活
動
し
て
い
き
ま
せ
ん
か
。皆
様
の
ご
加
入

を
心
よ
り
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。ど
う
か

今
後
共
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

女性会会員紹介
女性会会員を皆様にもっと知っていただけるよう
お一人ずつ紹介させていただきます。（不定期）

吉野加工所
〒638-0015 吉野郡下市町広橋259-1　
代表者　谷迫光訓氏
TEL　0747-52-1188
FAX　0747-52-6620
業種　青梅・梅干し加工業

事業所詳細

女性会での役職：監事

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
橿
原
商
工
会

議
所
青
年
部
の
活
動
内
容
や
組
織

図
・
会
員
名
簿
、お
問
合
せ
な
ど
を

掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

　

　

F
a
c
e
b
o
o
k
で
は
青
年
部
が

行
っ
た
事
業
な
ど
を
タ
イ
ム
リ
ー
に

掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

　

是
非
皆
様
も
ご
覧
く
だ
さ
い
。

橿原商工会議所　青年部 検索

▲橿原商工会議所青年部　Facebook

橿原商工会議所　青年部　Facebook 検索
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畝傍御陵前の串かつ日和が
ニューオープン！

会員企業の新商品・新サービス
新社屋・新店舗オープンのニュース

自慢の技、イチオシの一品などを
ご紹介しています！　　　　　　　掲載料無料

会員事業所の

掲載を希望される方は当会議所広報誌担当までご連絡ください。
TEL 0744-28-4400　E-mail：info@kashihara-cci.or.jp

畝傍御陵前で１５年
串かつ日和がリニューアルオープン致しました。
大人気の串かつコース（3000円）
二階宴会場には最新カラオケをご用意！
キンキンに冷えた沖縄オリオンビールは最高！
カップルで！女子会に！お座敷は宴会にも最適です！
コロナ対策で換気も万全です！
週末は、満席になる事が多いので、お早めにお電話下さい！

0744-24-8694
現状の営業時間：18：00～22：30
駐車場：１０台
現状の営業日：水曜日・木曜日・金曜日・
　　　　　　土曜日の毎週4日間営業
　　　　　　 しています。
※コロナ終息より日曜日も営業し、ランチ営業も再開致します。

〒634-0062
橿原市御坊町３３－４

▲店舗内

▲店舗前

  串かつ日和
ヒヨリ

　ティユニオン株式会社では、各種産業・農業等多方面にドローンを活
用した、新しい視点からのお仕事や社会貢献を提案させていただきます。
　実際にどんな利用方法があるか、一度体験し最新のドローン技術を実
感して頂けます。
　ドローンに関することなら何でもお気軽にご相談下さい

産業・農業他各分野における
ドローン対応

ティユニオン（株）

［営業時間］ AM 9：00～PM 5：00
［定休日］ 日・祝祭日

〒634-0803　橿原市上品寺町239-12

0745-44-3835
0745-44-3836

会員事業所の

新ノ口

葛本町中和幹線

★
三山橋北詰

・セカンド
ストリート・

Sand
mania

24

畝
傍
御
陵
前

・奈良県社会福祉
　総合センター

コンビニ
・

169

橿原公苑
陸上競技場
・

信光寺
・

★
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商工会議所 LOBO
〈令和2年5月度調査結果〉

早期景気観測

そのほか、詳しい情報については

https://cci-lobo.jcci.or.jp からご覧ください。

●全産業合計の業況DIは、▲65.8（前月比▲5.4ポイント）
●新型コロナウイルスの流行に伴い、消費者の外出自粛や企業の営業自
粛・休業の動きが広がる中、ゴールデンウィークの観光需要消失などに
より幅広い業種で売上が低迷している。加えて、固定費の負担増が資
金繰りを急激に悪化させており、特にサービス業では89年4月の調査
開始以来、過去最悪（※）の▲77.6を記録した（※これまでは、2009年
2月時の▲72.6）。また、新型コロナウイルスの影響長期化を懸念し、設
備投資や採用、新規事業の見直しに踏み切るとの声も聞かれるなど、中
小企業の景況感は一段と厳しさを増している。

●先行き見通しDIは、▲69.0（今月比▲3.2ポイント）
●緊急事態宣言の解除や緊急経済対策の政策効果による消費喚起を期
待する声が聞かれるものの、企業・消費者のマインド低迷やインバウンド
を含む観光需要の回復遅れ、サプライチェーン・生産活動への影響長期
化などへの懸念に加え、新たな生活様式の浸透に伴うビジネスモデルの
変容を指摘する声も多く、先行きに対して厳しい見方が続く。

POINT

業況ＤＩは、新型コロナウイルスにより
一段の悪化。先行きも影響長期化への
懸念から厳しい見方続く

※DI値(景況判断指数)について／DI値は、業況・売上・採算などの各項目について
の、判断の状況を表す。ゼロを基準として、プラスの値で景気の上向き傾向を表す
回答の割合が多いことを示し、マイナスの値で景気の下向き傾向を表す回答の割
合が多いことを示す。したがって、売上高などの実数値の上昇率を示すものではな
く、強気・弱気などの景況感の相対的な広がりを意味する。 DI=（増加・好転などの
回答割合）-（減少・悪化などの回答割合）

ＬＯＢＯ全産業合計の各ＤＩの推移

※1 2019年4月より新たに調査を開始したため、2019年4月以前の数値は存在しない。

LOBO調査要領
▶調査期間／2020年5月14日～5月20日
▶調査対象／全国の335商工会議所が2,703企業にヒアリング

▶調査項目／

建設業 446　製造業 646　卸売業 319
小売業 556　サービス業 ７36

内訳

業況・売上・採算・資金繰り・仕入単価・販売単
価・従業員の前年同月比(前年同月と比較した今月の水準)と向こ
う3カ月の先行き見通し（今月水準と比較した向こう3カ月（当月
を除く）の先行き見通し）、自社が直面している経営上の問題など

19.318.7 18.9 19.1

-30

-20

-40

-60

-50

-10
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0

20

30

18.5 18.11 20.3 20.519.7 19.9 20.119.5 19.11
-70

売上DI
販売単価DI

採算DI 仕入単価DI

資金繰りDI

※1従業員DI



橿原商工会議所専門家連携協議会

時代の変化と経営者の拠り所

経営システムコンサルティング事務所
吉田　喜彦

〒634-0837 奈良県橿原市曲川町1-4-13
TEL：090-3970-4532
Email：yoshi@kcn.jp
URL：https://www.syskaizen.com/

■プロフィール
73 年橿原生まれ、経営コンサルタント。
創業支援、再生支援、事業改善計画作成など、経営者
に寄り添い現場の支援を行っている。
大学では事業承継論、ビジネスコミュニケーション論で
教鞭を執る。事務所

エキスパートゼミ知 っ て 得 す !!る

Expert Seminar

橿原商工会議所「専門家連携協議会」所属の専門家の皆様から「知って得する！！エキスパート ゼミ」と題して
様 な々分野から記事提供にご協力をいただいております。是非とも平素の事業活動にお役立てください。

よし  だ           よし ひこ

中小企業診断士

動き出した経済

　経済活動が次第に動き出しているこ
とを感じています。中止された新入社
員研修や幹部研修の日程調整が入り、
各社は次の打ち手を実施し始めていま
す。一方で数ヶ月の間に起こった環境変
化はそれが当然と感じるように経営の
現場に浸透し始めています。在宅勤務
の実現やそれをサポートするオンライン
環境もその一つです。浸透するまで人
は変化を嫌うものの、いったん当たり
前になると元には戻りません。
　私も政府からオンライン環境の整備
を目的とした資金調達をしました。地方
へ行く楽しみは減るのかもしれません
が、移動時間の短縮により働き方の構
造は大きく変わっていくことでしょう。

不易流行
　
　そもそも変化は以前から起こっていま
した。ＩＴによる新たな商品・サービス
の発生と価値観の変容。右肩上がりの
市場拡大から市場縮小へと向かう時
代。これまでも企業数は長期的に減少
傾向にありましたが、この数ヶ月の経済
停滞がもたらした影響により廃業数はさ
らに増えることは避けられません。では
生き残る企業と廃業する企業の差はど
こにあるのか？
　長寿企業には共通の特性がありま
す。それは「不易流行」です。「不易」
とは変えてはいけないもの、「流行」と
は変えなければならないもの。
　経営の現場において「以前と同じ」

は正解ではありません。自らが変わらな
くてもライバルや顧客は変化していま
す。同じポジションを保つには環境とと
もに自ら変化を取り入れる覚悟が必要で
す。

逆境での特性

　日本のコロナ禍の状況に関する大臣
の「民度」発言は、その真意が「誇り」
であると語られました。言葉足らずの政
治的立場の発言は一部のバッシングも
ありました。しかし経営の世界において
人の可能性を信じることは基本です。
　日本は昭和の時代、戦争によって何
もない焼け野原となり社会基盤も失い
ました。しかし国民が懸命に働きあっと
いう間に世界第二位の経済大国になりま
した。何もないところから価値を生み出
す意思と創意工夫の力は誇るべき一つ
の特性でもあります。これらは他者と
比較して高いか低いかの問題ではな
く、自己認識の問題であり心の拠り所
となる矜持です。
　数十年に一度の未曾有の危機、これ
に政府や経済の仕組みが対応できない
のであれば、国民のもつ誇りにすがり、
信じる方がよほど健全ではないでしょう
か。

時代に流される

　商売の戦略を考える際に「時代の流
れ」という言葉が使われます。
　時代の流れを読んだうえで、その流
れに合わせるのか、あえて大衆とは逆の
道をいくのか。もしくは流れにとらわれ
ない独自の道を極めるのか。しかし、
時代の変化は一人の力でどうにかできる
ものでしょうか。絶対にそんなものでは
ありえません、だから流されるしかな
い。しかし同時に、現実を受け止めな
がらその向こう側を信じて抗いきること
でのみ、たどり着く場所があるはずで
す。流される道でなく、抗う道でもな
い。何を選ぶかという「やり方」では
なく、自ら意思決定をするという「あり
方」の時代です。

　さらにいえば「時代の流れ」は多く
の人の思いが集まった大衆の心理であっ
て、本質は「ある・ない」の二項対立
ですらありません。そのため、その環
境に身を置く者でなければ、何が時代
の流れになっているかさえも知り得ませ
ん。

　意思をもって流されながら抗うことを
信じ、そしてあり方に寄り添う。意思決
定は経営に身を置く者の拠り所です。

事業内容　経営コンサルタント

Kashihara12
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アスカ美装株式
会社ASUKA

奈良の24時間は警備のプロにお任せください

施設警備・機械警備・交通警備・イベント警備ほか
多数なケースに対応できます

Building Management by
支店：大阪・東京・奈良
本社 橿原市醍醐町296-1 TEL.0744-24-1757 http://www.asukabiso.co.jp/

営業所：名古屋
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橿原商工会議所総務係 0744-28-4400

　令和2年度の会費につきまして、下記の通り口座振
替日をお知らせいたします。指定口座の残高のご確認
をよろしくお願いいたします。
　当所会費とあわせて支部会費も振替させていただ
きますのでご了承ください。

ご指定の金融機関の預金通帳等には下記
の通り表記されますのでご了承ください。
・南都銀行の場合…「ショウコウカイギショ」
・南都銀行以外の金融機関の場合…

  「DF.ショウコウカイヒ」

口座振替日

令和２年7月27日（月）

年
会
費
口
座
振
替
の
お
知
ら
せ

ご注意

お 知 ら せ  N E W S

住
ま
い
の
便
利
リ
ス
ト

ご
活
用
く
だ
さ
い
！

　橿原商工会議所 建設業部会（部会長　嵜山雅由）にて令和
元年度に募集を行い作成した「住まいの便利リスト」を当所
ホームページで掲載しています。また、金融機関や市内大型
店等に設置のご協力をいただいている橿原商工会議所専用
ラックにて配布しておりますので、住まいのお困りごとの際
はご利用ください。

■お問合せは、ハローワーク大和高田へ
担当／職業紹介部門 松本TEL.0745-52-5801

No 希望職種 希望収入 希望勤務時間 学歴 住所 職歴（最新▶旧）・免許・資格

ハローワーク求職者情報 7月号

自動車販売営業員・
ガソリンスタンド販売員

幼稚園・小学校教員・図書館秘書
施設介護員・介護タクシー運転手
経理事務員・施設介護員
一般事務員
不動産営業員
施設介護員

電気・電子・電気通信
設計技術者

施設介護員・総合事務員
製造技術者

28万円

20万円
28万円
時給837円
時給850円
時給1,000円
25万円

30万円

時給1,000円
18万円

専門卒

大　卒
大　卒
短大卒
専門卒
専門卒
高　卒

高　卒

専門卒
短大卒

橿原市

橿原市
橿原市
大和高田市
大和高田市
大和高田市
香芝市

香芝市

広陵町
高取町

自動車販売営業員：約２年　自動車整備士：約４年　ガソリンスタンド店員：約１０年　
資格：危険物取扱者（乙種）、二級ガソリン自動車整備士、自動車検査員

保育士：約５年　資格：小学校教諭免許、司書、幼稚園教諭免許、保育士
介護職：約１３年　資格：社会福祉士、介護支援専門員
Webデザイナー：約６年　資格：日商簿記３級、介護職員初任者研修修了者、電卓技能検定１級
総合事務員：約３年　営業事務員約４年　資格：日商簿記２級
衣服・繊維製品製造工：約７年　事務：約１０年　資格：宅地建物取引士、日商簿記２級
施設介護員：約８年　服飾デザイナー：約１２年　資格：介護福祉士

配電線架線・敷設作業員：約７年　資格：第一種電気工事士、第二級海上・第三級陸上特殊
無線技士、５トン限定準中型自動車免許、玉掛技能者、フォークリフト（1t未満）特別教育修了

施設介護員：約７年　資格：介護福祉士
製造技術者：約９年　資格：２級電子機器組立て技能士、有機溶剤作業主任者、鉛作業主任者

不問

不問
不問

9：00－17：00
不問
不問
不問

8：00－17：00

9：00－16：00
8：00－18：00

※令和２年6月17日現在
ハローワークに登録
されている人の一例です

専門家による「補助金活用」個別相談会を開催

　橿原商工会議所は専門家による個別相談会を開催し、「生産性革命推進
事業に係る補助金（※）」への取り組みをサポートしました。
　補助金を受けるまでの道標と申請書作成のコツを説明し、アドバイスを行
いました。

▲吉田 喜彦　氏

●日付

●会場名／橿原商工会議所　会議室
●参加者数／11事業所
●今回対応いただいた専門家
　A日程 吉田 喜彦 氏（中小企業診断士／経営システムコンサルティング事務所 代表）
　B日程 渡邊 淳 氏（中小企業診断士／㈱ブルーオーキッドコンサルティング 代表取締役）
　C日程 本田 秀継 氏（中小企業診断士／真秀経営相談所 代表）

A日程
B日程
C日程

１回目相談日 5月18日（月）
１回目相談日 5月19日（火）
１回目相談日 5月20日（水）

2回目相談日 5月25日（月）
2回目相談日 5月26日（火）
2回目相談日 5月27日（水）

補助金 参考ホームページ
①小規模事業者持続化補助金
②ものづくり補助金

③IT導入補助金

http://r1.jizokukahojokin.info/
http://portal.monodukuri-hojo.jp/
index.html
https://www.it-hojo.jp/

▲渡邊 淳　氏 ▲本田 秀継　氏

①10：00-12：00、 ②13：30-15：30、 ③15：45-17：45 （いずれの日程も同様）

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10

火災共済

のご案内
普通火災共済は❶～❹、総合火災共済は❶～❾が補償の対象です。

掛金や詳しい補償内容についてはお問合せください。

橿原商工会議所 火災共済係 TEL.28-4400

そうじょう

火災はもちろん火災以外
の事故から住宅、店舗、
事務所、工場、倉庫等を
守り、安心づくりのお手
伝いをいたします。

問合せ

5 水災
6 物体の落下・飛来・衝突
7 水濡れ
8 騒擾・集団行動などに伴う
暴力行為、労働争議

ひょう

1 火災
2 落雷
3 破裂または爆発
4 風災・雹災・雪災

9 盗難

普通
火災共済総合

生産性革命推進事業に係る補助金

14 Kashihara



日（Sun） 月（Mon） 火（Tue） 水（Wed） 木（Thu） 金（Fri）

31 1

土（Sat）

428

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21

28

2322 24 25

26 27

Monthly schedule7 月 会議所行事予定
：ビジネスマッチなら橿原ビジネス商談会商

29 30 1 2 3

※諸状況により予定が変更となる場合があります

わたしたちは予防医学を行い急性期医療から回復期リハビリテーション
在宅医療と介護福祉においてトータルなケアを行っています。

社会医療法人 平成記念会

わたしたちは、
新たに導入した最新鋭の印刷機で
お客さまの「作りたかったもの」を
実現いたします。

オフィスビル
入居者募集中

橿原市北八木町1丁目１-８
TEL.0744-23-1800 FAX.0744-21-8008

橿原中央ビル株式会社

２F…10.9坪
５F…9.09坪

大和八木駅より
徒歩3分

●新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ
対策経営相談窓口

●源泉所得税の納期
の特例（１月～６月）
個別相談会（～10日）

●新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ
対策経営相談窓口

●青年部近畿ブロック
大会実行委員会

●新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ
対策経営相談窓口

●青年部役員会

●新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ
対策経営相談窓口

●新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ
対策経営相談窓口

●新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ
対策経営相談窓口

●「小規模事業者持続
化補助金」説明会

●新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ
対策経営相談窓口

　スーパーヤマトーと
の個別商談会
●専門家による「補助
金活用」個別相談会

●新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ
対策経営相談窓口

　47CLUB（奈良新聞
社）との個別商談会
　現役バイヤーがアド
バイスする販路開拓
個別相談会
●金融審査会

●新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ
対策経営相談窓口

　47CLUB（奈良新聞
社）との個別商談会
　現役バイヤーがアド
バイスする販路開拓
個別相談会

●新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ
対策経営相談窓口

●新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ
対策経営相談窓口

●専門家による「補助
金活用」個別相談会

●新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ
対策経営相談窓口

●新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ
対策経営相談窓口

●新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ
対策経営相談窓口

●新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ
対策経営相談窓口

●専門家による「補助
金活用」個別相談会

●新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ
対策経営相談窓口

●専門家による「補助
金活用」個別相談会

●青年部近畿ブ
ロック役員会

●新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ
対策経営相談窓口

●専門家による「補助
金活用」個別相談会

スポーツの日海の日

●新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ
対策経営相談窓口

●新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ
対策経営相談窓口

●新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ
対策経営相談窓口

●専門家による「補助
金活用」個別相談会
●事業引継ぎ個別相
談会

●新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ
対策経営相談窓口

　

商 商

商

商

商

Kashihara 15

29 30

798万円からの注文住宅、狭小地の土地活用は

■本　　社 奈良県橿原市南八木町2丁目3－35 TEL 0744－22－2353
■モデルハウス 奈良県橿原市南八木町2丁目1－10 TEL 0744－25－4566

おかげさまで100周年

お問合せ／お申込は

0120-35-4566

株式会社 崎山組

フリーダイヤル

http://www.sakiyamagumi.com

50年後もありがとうと言われるマイホームを。
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三和澱粉工業株式会社
〒634-8585 奈良県橿原市雲梯町594番地
TEL（0744）22-5531  FAX（0744）22-4177本社・工場

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目21番5号 C-5ビル7階
TEL（03）5294-3838  FAX（03）5209-3800東京オフィス


